
［記入方法等の注意］ 

 

別紙「取扱処方箋数調査」をご記入いただいたうえで、「取扱処方箋数届書」をご記入くださ

い。 

1. 令和７年中に許可を受けた薬局は、許可を受けた当該月から記入し、合計の数はその月

から１２月末までの間について、記入してください。 

 

2. 取扱処方箋数届書（様式第七）の各欄への記入は、次の数を記入して下さい。 

① 「前年において業務を行った期間及び日数」欄には、令和６年までに許可を受けた者

は、「令和７年１月１日～令和７年１２月３１日」と記入し、令和７年中に新規で許可

を受けた者は、「令和７年○月○日（許可の日）」～令和７年１２月３１日」と記入す

るとともに（別紙）の「合計」欄のエの数。 

 

② 「前年における総取扱処方箋数」欄には、イ及びウの数を別紙に記入された数式で算

出した１の数。 

 

3. 取扱処方箋数調査（別紙）の１で記入した数を、次の方法により算出する「一日平均取

扱処方箋数」が４０を超える場合は、管理薬剤師以外に、薬局並びに店舗販売業及び配

置販売業の業務を行う体制を定める省令第１条の規定に基づく薬剤師の員数（４０枚毎

に１名）が必要です。 

   なお、令和７年中に業務を行っていない場合、又は３ヶ月未満である場合についても、

その内容で報告して下さい。 

                

  a.１日平均取扱処方箋数＝ 

                

 

                     

   b.必要な薬剤師員数（※小数点以下の端数は切上げ）＝ 

                          

 

4. 取扱処方箋数調査（別紙）の２に報告時、薬局に勤務している薬剤師の員数をご記入下

さい。 

なお、薬剤師の員数については、常勤換算した員数になりますので、「薬局薬剤師の員数

の算出方法について」を参照してください。 

また、奈良市へ届出いただいている内容に変更がある場合は、変更届の提出が必要とな

ります。 

 

４０ 

1日平均取扱処方箋数 

総取扱処方箋数 

業務を行った日数 



薬局薬剤師の員数の算出方法について 

 

 薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間（以下「薬局で定める勤務時間」という。）

によって算出方法が異なります。 

 

■就業規則で定める１週間の勤務時間が３２時間以上の場合 

（１）常勤薬剤師（一週間の勤務時間が就業規則で定めた時間以上の者）は、１とする。 

（２）非常勤薬剤師は、１週間の勤務時間を就業規則で定める勤務時間により除した数とする。 

【 例１ 】 

 薬局の就業規則で定める１週間の薬剤師の勤務時間が４０時間の薬局について、薬剤師Ａは週

４５時間勤務、薬剤師Ｂ、Ｃは週３０時間勤務の場合 

（員数算定） 

Ａが常勤で員数１。Ｂ、Ｃの員数はそれぞれ30/40＝0.75 となり、合計は1＋0.75＋0.75＝2.5と

なる。 

 

■就業規則で定める１週間の勤務時間が３２時間未満の場合又は就業規則がない場合 

（１）常勤薬剤師（勤務時間が３２時間以上の者）は、１とする。 

（２）非常勤薬剤師（勤務時間が３２時間未満の者）は、１週間の勤務時間を３２時間で除した

数とする。 

【 例２ 】 

 薬局の就業規則で定める１週間の薬剤師の勤務時間が３０時間の薬局について、薬剤師Ａは週

５５時間勤務、薬剤師Ｂは週２０時間勤務、薬剤師Ｃは週１５時間勤務の場合。 

（員数算定） 

Ａは、３２時間以上勤務しているので員数１。Ｂの員数は20/32＝0.625、Ｃの員数は15/32＝0.46

となり、合計は2.0（2.08・・・の小数点第２位を切り捨て）となる。 

【 例３ 】 

 就業規則が定められていない薬局について、薬剤師Ａは週５０時間勤務、薬剤師Ｂは週２０時

間勤務、薬剤師Ｃは週１５時間勤務の場合。 

（員数算定） 

Ａは、３２時間以上勤務しているので員数１。Ｂの員数は20/32＝0.625、Ｃの員数は15/32＝0.46

となり、合計は2.0（2.08・・・の小数点第２位を切り捨て）となる。 

 


